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電子商取引(EC)の市
場規模の経年推移

・電子商取引の市場規模

令和2年の日本国内のBtoC-EC（消費者向け電子商取
引）市場規模は、19.3 兆円（前年19.4 兆円、前年比
0.43% 減）。

新型コロナウイルスの感染症拡大の対策として、外出自
粛の呼びかけ及びECの利用が推奨された結果、物販系分
野の大幅な市場規模拡大

一方、主として旅行サービスの縮小に伴い、サービス系
分野の市場規模は、大幅に減少。

・事業者にとってのメリット

家賃等の固定コストが少ない

時間や場所のしばりなく販路拡大可能

ビジネスや実店舗のPRもできる
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経済産業省HP「BtoC-EC市場規模の経年推移（単位：億円）」
（https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210730010/202
10730010.html ）

https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210730010/20210730010.html


オンラインビジネスに関係する法律
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新規ビジネス開始前



許可や届出が必要な事業に気を付ける

ṏ

・中古品の販売や買い取り→古物商許可（古物営業法）

・食品の製造や販売、販売・営業上使用する食品や器具等の輸入

→営業許可・届出、食品等輸入届出

（食品衛生法※H30改正R3施行）

・酒類の販売→酒類販売業免許(通信販売酒類小売業免許)

（酒税法）

・医薬品、一部健康食品、化粧品の販売

→各種許可（医薬品医療機器等法）

・土地や建物の販売や賃貸→免許（宅建業法）

・旅行サービスの提供や代理販売

→旅行業の登録（旅行業法)

・ペット販売→動物取扱業登録（動物愛護法）

・求人の案内、紹介

→有料職業紹介事業許可（職業安定法）

・金銭的なサービス→登録（金融商品取引法）

・保険業→免許、認可（保険業法）

・メールやチャット等のWEBサービス→届出（電気通信事業法）

（※許可等を要するか否かは、ケースバイケースです。）
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グレーゾーン解消制度(産業競争力強化法)

産業競争力強化法Â新たな事業活動の創造につ

ながる規制改革を推進するための措置など、産業競

争力の強化のための制度について定めている。

グレーゾーン解消制度Â事業者が現行の規制

の適用範囲が不明確な場合においても、安心

して新事業活動を行い得るよう、具体的な事

業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有

無を確認できる制度。

(経済産業省「グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボッ

クス」・新事業特例制度」)
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経済産業省HP「産業競争力強化法」
（https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/index.html）

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/index.html
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利用方法等

・経済産業省のHP上にある照会書書式で照会書を

作成

・照会書を経済産業省等の事業所管省庁に提出

・事業所管省庁から規制所管省庁に照会書送付

・規制所管省庁から基本的に１か月以内に回答が

通知される。

・公開された他の照会書や照会に対する回答を参考

にできる。 ※なお、公開を希望しないことも可能

・適用が微妙な事案は、個別に照会した方が良い。
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ネットショップを作るとき



特定商取引法の適用に気をつける

ṏ

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧
誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目
的とする法律。

消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、
事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消
費者を守るルール等を定めている。

規制対象は、①訪問販売、②通信販売、③電話
勧誘販売、④連鎖販売取引、⑤特定継続的役
務提供、⑥業務提供誘引販売取引、⑦訪問購
入、の7つの商取引。

違反した場合、業務停止命令等の行政処分や罰
則等のペナルティがある。

(2 2 ) ṏ

事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、
電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。
「電話勧誘販売」に該当するものを除く。

→会社又は個人がネットショップを運営している場合も
含まれることが多い。

なお、営業のため契約するもの等は適用外。

クーリングオフの対象でないが、返品制度は導入された。

★詳細につき、当事務所企業法務チームページ

特定商取引法とは？ – 広島で企業法務に強い顧問弁護士
なら山下江法律事務所 (hiroshima-kigyo.com)
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通信販売は、原則として特定商取引法の適用あり

https://hiroshima-kigyo.com/column/7720


広告に表示しなければならない事項(特商法11条)

ẓ ṕhttps://www.no -

trouble.caa.go.jp/what/mailorder/advertising.html Ṗ

Å販売価格（役務の対価）（送料についても表示が必要）

Å代金（対価）の支払い時期、方法

Å商品の引渡時期（権利の移転時期、役務の提供時期）

Å商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契
約の解除に関する事項（その特約がある場合はその内容）

Å事業者の氏名（名称）、住所、電話番号

Å事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法によ
り広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販
売に関する業務の責任者の氏名

Å申込みの有効期限があるときには、その期限

Å販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるとき
には、その内容およびその額

Å引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合し
ない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内
容

Å いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェア
の動作環境

Å商品の売買契約を２回以上継続して締結する必要があるときは、
その旨及び販売条件

Å商品の販売数量の制限等、特別な販売条件（役務提供条
件）があるときには、その内容

Å請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるとき
には、その金額

Å電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メー
ルアドレス

2021/11/11 オンラインビジネスをするときに気をつけたい法律 16



特定商取引法上禁止されることに気をつける

Å誇大広告等の禁止（法第12条）

Å未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、12条の4)

Å未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止(法第12条の5)

Å前払式通信販売の承諾等の通知（法第13条）

Å契約解除に伴う債務不履行の禁止（法14条）

Å顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止（法第14条）

→インターネット通販における意に反して契約の申込みをさせようとする行為に係るガイドライン(経
済産業省)を要確認

サイト開発業業者に依頼するときは、①申込画面と一見して分かる、②申込内容を容易に確認・訂正
できる、③申込内容を確認しないと申込完了できないようにする、ということを気をつける。
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トラブルになりやすい返品のルールを定める

ṕ
https://www.no - trouble.caa.go.jp/what/ mailorder /guidelines.htmlẑ Ṗ
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利用規約を作る

※改正民法上の定型約款規定・組入要件等についての説明は割愛

申込過程の面倒さにより申込を諦めてしまう利用者がでないよう
にすることも大事であるが、丁寧な同意取得が望ましい。

×登録完了ボタンに利用規約への同意を組み込んでいることが
分からない(「送信」「登録」等の表示のみ)

×サイトの目立たないところに利用規約のリンクがあるだけ

〇(同意の取得方法は複数あるが例えば)利用規約の全文の
最終行までスクロールしなければ同意ボタンを押せないようにする

ネット上の多数の顧客との間でトラブルになる可能性。法
律のルールが不利に働く可能性。

→個別に契約書を作成し、取り交わすことは困難

→利用規約により、多数の顧客との間で画一的な合意
成立させ、トラブルに備える必要

契約の成立時期、諸費用の負担、禁止事項、免責条
項、変更条項、管轄と準拠法、etc..

2021/11/11 オンラインビジネスをするときに気をつけたい法律 19

※経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(2021年8月改定)要確認



消費者契約法に違反しないように気を付ける
せっかく利用規約を作って、しっかり同意をとっても、内容が業者に有利すぎると無効になることがある。

・事業者の責任の全部免除は無効

・事業者の不法行為や債務不履行に基づく損害賠償責任の一部免除を定める条項は、事業者の損害賠償
責任がその故意又は重過失による場合を免責の除いておかなければ無効(消費者契約法8条1項2号、4号)。

→「本規約に関して当社がお客様に対して負担する損害賠償責任は、〇〇円を上限とします」だけは× 「ただ
し、当社の故意または重過失による不法行為又は債務不履行により生じた損害賠償責任はこの限りでありませ
ん」を加えれば〇

※2019年12月から次の消費者契約法改正に向けた議論がされているため注視

・消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する条項で、消費者の利益を一方的に害するものは無
効(同法10条)

× 高額な違約金を払わせる

× 立証責任を転嫁・加重

2021/11/11 オンラインビジネスをするときに気をつけたい法律 20



プライバシーポリシー等を定めておく

・プライバシーポリシー等とは

法令上の定義はなく、呼称も様々。企業が収集・管理する顧客のプラ
イバシー情報等の取扱い方針を定めた文書。

・どのような内容を定めるか

利用目的、第三者への提供、委託先への提供、共同利用、安全管
理措置、開示や訂正請求等の手続き、問い合わせ等が一般的。

※個人情報保護法が令和2年、令和３年に改正されているので、要確認

2021/11/11 オンラインビジネスをするときに気をつけたい法律 21



ECサイトに出店するとき



デジタルプラットフォームに関するトラブルの増加

全国の消費生活センター等に寄せられる消費生活相談では、近

年、ICT（Information and Communication Technology ：情報

通信技術）やデータを活用して第三者に「場」を提供するデジタ

ル・プラットフォーム※が介在する取引においてトラブルが発生

しているケースが多くみられる (独立行政法人国民生活センター)。

※デジタルプラットフォーム…インターネット上のショッピングモール、フリ

マアプリ、マッチングサイトなど

2021/11/11 オンラインビジネスをするときに気をつけたい法律 23



特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向
上に関する法律(令和３年２月1日施行)

Åデジタルプラットフォーム運営事業者とデジタルプラット
フォームの利用事業者間の取引の透明性と公正性確保のため
に必要な措置を講ずる

Å規制対象となる特定デジタルプラットフォーム提供者を指定

Åデジタルプラットフォームを利用する事業者の相談に応じ、
解決に向けた支援を行うための相談窓口を設置

(経済産業省)
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特定デジタルプラットフォーム提供者(※)の例
※特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(2021年4月)

オンラインモール アマゾンジャパン合同会社 Amazon.co.jp

オンラインモール 楽天グループ株式会社 楽天市場

オンラインモール ヤフー株式会社 Yahoo!ショッピング

アプリストア Apple Inc.及びiTunes株式会社 App Store

アプリストア Google LLC Google Playストア

2021/11/11 オンラインビジネスをするときに気をつけたい法律 25
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Åデジタルプラットフォーム提供者への質問、相談方法に関するアドバイ

ス（過去事案も踏まえた対応）

Å弁護士の情報提供、費用補助

Å利用事業者向け説明会、法律相談会の実施

Åデジタルプラットフォーム提供者との相互理解の促進支援

Å複数の相談者に共通する課題を抽出し、解決に向けて検討 等
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ECサイト出店のときに気を付けること

・そもそも自社サイト作成といずれがビジネスに適しているのか検討。

メリット：プラットフォーム提供者の集客力、ビジネス開始時のコストの少なさ

デメリット：プラットフォーム提供者との間の規約にしばられる（出店料、広告、
決済方法等、自由に決めることができないことが多い)

・プラットフォーム提供者との規約等の内容をよく確認する

→規約が一つでないことが多い。また、基本的には場を提供するだけで責任は
負わない内容になっていることが多いため、トラブル発生時の対応を予め確認

・相談窓口、支援内容を確認。
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山下江法律事務所の企業法務コラム
https://hiroshima-kigyo.com/category/column
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■オンラインビジネスに関連するもの

Å特定商取引法とは？

Åクーリングオフってなに？〜特定商取引法による消費者保護

Åデジタルプラットフォーム取引透明化法
〜EC事業者が知っておくべきポイント

Å知っておきたい「グレーゾーン解消制度」
〜新規事業を安心して始めるために

https://hiroshima-kigyo.com/category/column


ご清聴ありがとうございました。

弁護士 金重 浩子

kaneshige@law-yamashita.com

HP https://www.law -yamashita.com
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＜次回のセミナー開催予定＞

日時：2022年3月10日(木)18:30〜20:00

講師：弁護士 笠原 輔

タイトル：「ビジネスシーンでの著作権をわかりやすく 〜引

用ルールを知らずに安易なコピペでトラブルに〜」

開催方法：会場(Le Reve八丁堀)・オンライン


